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宮城県「みやぎ発展税」の概要について

県内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人（法人事業税に同じ）
資本金等が１億円以下かつ所得金額が４千万円以下の法人は，超過課税の
対象から除外

平成２０年３月１日から平成２５年２月２８日まで（５年間）

富県宮城推進基金条例に基づき「富県宮城推進基金」を設置し，管理

宮城県県税条例第41条に定める税率（＝標準税率）の1.05倍
※平成20年10月1日以降に開始する事業年度の場合，標準税率が引き下げられたことから，
引き下げ前の標準税率の0.05倍を引き下げ後の標準税率に加算した率

積立額（A）

14,689

活用額（B）

7,625

（A-B）

7,064

単年度約３０億円（５年間で約１５０億円）

実施期間

富県宮城推進基金の活用額
単位：百万円

Ｈ20～Ｈ24

当初想定税収

管理方法

超過課税
の内容

納税義務者

※Ｈ24年度は
6月現計予算

Ｈ25以降 県内に立

地が決定している企
業に，みやぎ企業立
地奨励金として交付
します

税収の使途 産業振興ﾊﾟｯｹｰｼﾞ…「富県宮城の実現」に向け，県経済の成長を図る施策
震災対策ﾊﾟｯｹｰｼﾞ… 大規模な地震による被害の最小化を図る施策
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宮城県主な「みやぎ発展税」活用事業の成果

「みやぎ発展税」活用事業は
「富県宮城の実現」に貢献しています

○みやぎ企業立地奨励金事業
4年間で118件の企業が宮城県に立地
約7千人の雇用が生まれました

○みやぎクラフトマン２１事業
県内150企業の協力を得て，実践的な指導を展開
Ｈ22～23年度には延1,010名が技能検定に合格し，
ものづくり産業を担う人材を育成しました

産業振興パッケージ

震災対策パッケージ

○緊急輸送道路橋梁震災対策促進事業
東日本大震災時に，緊急輸送道路として県民の安全
と経済活動を確保しました

○大衡インターチェンジ等整備事業
仙台北部中核工業団地群から仙台港
へのリードタイム短縮に貢献しました

東京エレクトロン宮城㈱（大和町）

トヨタ自動車東日本㈱（大衡村）

企業立地件数及び雇用人数
立地件数（件）雇用人数（人）

H20 33 2,633

H21 32 2,174

H22 26 1,316

H23 27 695

計 118 6,818

※立地件数は、経産省「工場立地動

向調査」による把握。
※雇用人数は報道等公表資料で把握

したもの。

―２―



宮城県県内総生産等の推移
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★立地企業の経済的インパクト ＜試算：七十七銀行＞

■セントラル自動車㈱（現：トヨタ自動車東日本㈱）の経済波及効果

当初：約2,600億円 将来：約4,400億円

■東京エレクトロン宮城㈱の操業に伴う経済波及効果

当初：約1,500億円 将来：約3,900億円
トヨタ自動車東日本㈱（大衡村）
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【対前年比】
＋２１．２％

【対前年比】
＋９．０％



宮城県「みやぎ発展税」実施期間延長の必要性について

【産業振興】

①厳しい経済状況下においても発
展税導入後に企業集積の着実な
成果
②東日本大震災の発生

③トヨタ自動車東日本株式会社の
発足など大震災後の新たな動き

【震災対策】

発展税導入後，２度の大きな地
震（岩手・宮城内陸地震，東日本
大震災）の発生

【財政状況】

復旧・復興には国の手厚い財政
支援を受けているが，県財政は
依然厳しい状況にある。

①引き続き企業誘致を積極的
に推進し，安定した雇用の場
の創出を図る必要がある。
②産業の早期復興の必要性

③好機を逸することなく，富県
宮城の実現に向けて取り組ん
でいくことが必要

教訓を生かしながら，引き続き地
震等による県内経済活動や県民
生活等への影響を最小化する施
策を実施していくことが不可欠

将来にわたる産業振興施策や防
災・減災対策には，別途，財源を
確保し，着実に展開することが必
要

みやぎ発展税の

実施期間の延長

による

「産業振興施策」

と「震災対策」の

継続が必要

現状 課題
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宮城県「みやぎ発展税」と企業立地促進税制等による施策展開
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企業立地 

（新増設） 

富県宮城の実現 

産業集積 

総花主義の排除 

→「選択と集中」 

県内総生産 10 兆円の

達成 

県内産業の早期復興 

東日本大震災等の教

訓を生かした地震等

による被害の最小化 

みやぎ発展税活用施策 

 

 

本県産業 

※詳細は予算編成過程において精査 

※毎年度均等配分ではなく財政需要

に応じて税収内で柔軟に予算化 

県民・企業の皆様 

安全・安心  

納 税(H25～29) 

（25億円×5年） 

※試算額 

大手企業 

の皆様 

産業振興パッケージ 

 

震災対策パッケージ 

 

①企業集積促進 

県内外企業の工場新増設等を促進するみやぎ企業立地奨励金，産業

基盤整備等 

 

②中小企業技術高度化支援 

産学官連携等による県内中小企業の技術力向上と新規参入支援，マ

ッチング支援，競争力強化等 

 

③人づくり支援 

産業界から大学，高校まで一体となった産業人材育成体制の強化等 

 

④地域産業振興促進 

商業の再生，地域産業振興に資する施策等の機動的な展開 

 

①災害に対応する産業活動基盤の強化 

公共建築物耐震化等 

 

②防災体制の整備 

 企業・地域防災リーダー養成等 

 

 125 億円 

新規・拡充 

スピードアップ 

県民・企業の皆様

への説明責任 

経済基盤の再構築 

 

・法人事業税の課税免除等の

様々な税制上の特例措置 

・規制・手続の特例 

企業立地促進税制 

復興特区制度 


